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複数の傷病名が記載された診療報酬明細書（以下，レセプト）における主傷病の明示がどの
ように行われているかを把握した上で，現行の主傷病に基づいたレセプト調査およびレセプト
のオンライン化に関する問題点を明らかにすることを目的とした。
ある県の健康保険組合連合会の2007年５月診療分の被保険者本人の入院外レセプト7,819件

について，主傷病を明示する事項が付加されたすべての傷病名を傷病名記載欄の各行ごとに連
結不可能匿名化を実施した上でデータベース化した。各レセプトごとに主傷病を明示する事項
を有する傷病名記載欄の行数，各行に記載されている主傷病数，主傷病を明示する事項を有す
る傷病名の総数を集計した。
7,819件のレセプト中，主傷病名を明示する事項が付加されたレセプトは4,823件（61.7％）

であり，6,462行の傷病名記載欄に主傷病を明示する事項が付加されていた。主傷病を明示す
る事項が付加された傷病名が複数認められたレセプトは合計で1,246件（15.9％）であった。
複数の主傷病が記載されていた傷病名記載欄は全体の7.9％（509行）であり，主傷病を明示す
る事項が付加された傷病名数の最大値は６であった。複数の傷病名に主傷病を明示する事項が
付加されていた傷病名記載欄を有するレセプトは447件（9.3％）であった。
現行の紙媒体によるレセプトにおいて，主傷病の明示に区切り線を用いた場合には，診療開始

日が同一の複数の傷病名のすべてが主傷病と判定される。診療報酬明細書等の記載要領等にお
いて主傷病および副傷病の明確な定義は存在しないが，診断群分類別包括評価方式におけるレ
セプトについては，医療資源を最も多く投入した傷病名および医療資源を２番目に多く投入し
た傷病名を記載することとなっている。現行の紙媒体におけるレセプトの現状と課題を十分把
握したレセプト記載事項の設定を行った上でオンライン化が実施され，レセプト記載情報の全
項目が利用可能となれば，レセプトを用いた統計調査がより医療現場の現実を反映可能になる。

診療報酬明細書（レセプト），主傷病，副傷病，入院外

Ⅰ

診療報酬明細書（以下，レセプト）には，被
保険者氏名，保険者番号，被保険者証・被保険
者手帳等の記号・番号，療養の給付額などの診
療報酬に関する事務処理に利用される情報の他，
性，生年月日，傷病名，診療開始日，転帰，医療

行為などの非常に多くの情報が記載されている。
国民医療費における傷病分類別一般診療医療
費1)など，わが国の医療費に関する統計の多く
がレセプトに記載されている傷病名を分類した
結果を用いた集計を実施している。傷病名の分
類を行うに当たっては，レセプトに複数の傷病
名が記載されている場合には１つの主傷病を選
択した上で，当該レセプトにおけるすべての医
療費が主傷病に対して用いられているという仮
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注 傷病名に（主）または＊が付加されているか，区切り線より
上方の傷病名をすべて「主傷病を明示する事項が付加された傷
病名」として取り扱った。
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定に基づいて実施されている。この方法論の問
題点として，複数人による同一レセプトにおけ
る主傷病の判定結果が必ずしも一致しないこと
が報告されている2)。また，複数の傷病名が記
載されているレセプトから単一の主傷病を選択
して分析を行った場合には，高血圧性疾患は主
傷病として選択される可能性が他の傷病よりも
高く，傷病別医療費の推計に影響が生じている
ことが報告されている3)。2002年４月より，複
数の傷病名が記載されたレセプトについては医
療機関の側で主傷病を明示することが求められ
るようになった4)5)。しかし，主傷病の明示が
ないレセプトでも返戻や査定の対象とはされな
いため，必ずしもすべてのレセプトに主傷病が
明示されているとは限らない。
内閣府 戦略本部による 新改革戦略

（2006年１月19日）6)では，全レセプトのオン
ライン化およびレセプト記載情報の全項目が分
析可能なデータ形式を用いることが明示されて
いる。レセプトのオンライン化が行われた場合
には，レセプトに記載されている複数の傷病名
を用いた分析7)-11)や対象傷病名が記載されたす
べてのレセプトを分析した調査12)13)が容易にな
ると考えられる。しかし，従来の統計情報との
連続性を担保するなどの点で，将来においても
主傷病による傷病分類が継続される意義は存在
する。
診療報酬請求書等の記載要領等において主傷

病および副傷病の明確な定義は存在しない4)5)。
また，わが国の保険医療制度では各医療機関ご
とに個人の１カ月分の診療行為を一括して支払
基金または国民健康保険団体連合会に請求する
都合上，月初と月末で完全に独立した傷病で受
診した場合など，単一の主傷病を選択すること
が困難な場合が存在する。しかし，レセプトに
おける主傷病の記載状況および選択に関する検
証はごく限られている2)。そこで，レセプトに
おける主傷病の記載状況を明らかにすることで，
現行の主傷病に基づいたレセプト調査の問題点
を明らかにすることが可能になる。また，大半
が紙媒体である現在のレセプトにおける主傷病
の記載状況を検討し，現行のレセプトにおける

主傷病に関する問題点を明らかにすることは，
レセプトのオンライン化についても有益である。
今回，健康保険組合（以下，健保）の被保険者
本人の医科入院外レセプトについて，主傷病を
明示する事項が付加された傷病名の状況につい
て検討を実施した。

Ⅱ

ある県の健康保険組合連合会（以下，健保
連）の2007年５月診療分の被保険者本人の入院
外レセプト7,819件について，主傷病を明示す
る事項が付加されたすべての傷病名をデータ
ベース化した。傷病名のデータベース化は傷病
名記載欄の各行ごとに実施し，各レセプトから
最大10行までをデータベース化した。本研究で
は，（主）が付加された傷病名，＊が付加され
た傷病名， に示すように傷病名記載欄およ
び摘要欄に区切り線が付加されている場合は区
切り線より上に記載されたすべての傷病名，の
いずれかに該当する場合に主傷病を明示する事
項が付加された傷病名として傷病名記載欄およ
び摘要欄の各行ごとにデータベース化を実施し
た。各レセプトごとに主傷病を明示する事項を
有する傷病名記載欄の行数，各行に記載されて
いる主傷病数，主傷病を明示する事項を有する
傷病名の総数を集計した。なお，傷病名に主傷
病を明示する事項が付加された傷病名が存在し
ないレセプトについては，単独の傷病名のみが
記載されているレセプトであり，主傷病である
ことが明らかな場合であっても集計の対象外と
した。
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主傷病明示あり
傷病名記載欄行数 レセプト件数 割合（％）

総数
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10以上
記載なし

主傷病名明示あり
傷病名数 レセプト件数 割合（％）

総数
1
2
3
4
5
6
7
8

10

14
15

13
12
11

9

主傷病数 傷病名記載欄行数 割合（％）

総数
1
2
3
4
5
6

複数主傷病あり
傷病名記載欄行数 レセプト件数 割合（％）

総数
なし
1
2
3
4
5
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レセプトに記載された傷病名をデータベース
化する作業は，すべて健保連が実施した。分析
に用いたデータベースには，主傷病を明示する
事項が付加された傷病名記載欄の行数および主
傷病名として明示された傷病名以外の情報を削
除し，氏名または被保険者記号番号などの個人
を特定するための情報を一切含まない，連結不
可能匿名化を実施した。

Ⅲ

各レセプトにおける，主傷病を明示する事項
が付加された傷病名記載欄の行数の分布を，
に示す。7,819件のレセプト中，主傷病名を明

示する事項が付加されたレセプトは，4,823件
（61.7％）であった。最も割合が高かったのは，
主傷病名を明示する事項が付加された傷病名記
載欄の行数が１行のみのレセプトの3,581件
（45.8％）であった。主傷病名を明示する事項
が付加された傷病名記載欄の行数が２行以上認
められたレセプトは，合計で1,242件（15.9

％）と全体の６分の１弱を占めていた。主傷病
を明示する事項が付加された傷病名記載欄が存
在しなかったレセプトは，2,996件（38.3％）
と全体の３分の１を超えていた。
各レセプトにおいて，主傷病を明示する事項
が付加された傷病名数の分布を に示す。
7,819件のレセプト中，主傷病を明示する事項
が付加された傷病名が１つのみのレセプトが
3,577件（45.7％）と最も割合が高かった。こ
れは，前述した主傷病を明示する事項が付加さ
れた傷病名記載欄数が１つのみであったレセプ
ト3,581件とほぼ同数であった。主傷病を明示
する事項が付加された傷病名が複数認められた
レセプトは，合計で1,246件（15.9％）と傷病
名記載欄数の行数の場合とほぼ同様であった。
傷病名記載欄の各行を単位として集計した主
傷病を明示する事項が付加された傷病名数の分
布を に示す。全体で6,462行の傷病名記載
欄に主傷病を明示する事項が付加されていた。
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主傷病を明示する事項が付加された傷病名数が
１のものが最も割合が高く，全体の92.1％
（5,953行）を占めていた。主傷病を明示する
事項が付加された傷病名数の最大値は６であっ
た。複数の主傷病が記載されていた傷病名記載
欄は全体の7.9％（509行）であった。
各レセプトにおいて，複数の傷病名に主傷病

を明示する事項が付加されていた傷病名記載欄
の行数の分布を に示す。主傷病名を明示す
る事項が付加されていたレセプト4,823件の内，
4,376件（90.7％）には複数の主傷病が記載さ
れていた傷病名記載欄の行を認めなかった。複
数の傷病名に主傷病を明示する事項が付加され
ていた傷病名記載欄を５行有するレセプトが認
められた。複数の傷病名に主傷病を明示する事
項が付加されていた傷病名記載欄の行を認めた
レセプトは，447件（9.3％）であった。

Ⅳ

本研究では，ある県の健保連の被保険者本人
の入院外レセプトについて，主傷病名の記載状
況を検討した結果，主傷病を明示する事項が付
加された傷病名が複数認められたレセプトが全
体の16％認められた。本研究は，レセプトに記
載された傷病名の内，主傷病を明示する事項が
付加された傷病名のすべてを実際のレセプトに
記載されている状況を反映可能な形でデータ
ベース化した上で分析を実施した。通常のレセ
プトに関する分析は，複数の傷病名が記載され
たレセプトから主傷病を１つのみ選択する場合
が大半である。主傷病の明示が求められていな
かった時期においては，複数人による同一レセ
プトにおける主傷病の判定結果が必ずしも一致
しないことが報告されている2)。本研究の結果
により，主傷病の明示が求められるようになっ
た後でも4)5)，レセプトにおける主傷病の明示
方法によって単独の主傷病を決定することがで
きない場合が無視することのできない割合で存
在していることが示された。
データベース作成の都合上，主傷病を明示す

る事項が付加された傷病名のすべてではなく，

傷病名記載欄および摘要欄の合計10行までを
データとして用いた。主傷病を明示する事項が
付加された傷病名記載欄および摘要欄の行数が
合計10行以上のレセプトは全体の0.2％とごく
わずかであり，主傷病を明示する事項が付加さ
れた傷病名のほぼ全数を用いて分析したと考え
られ，データベース化の段階で上限を設けたこ
とによる影響は存在しない。
主傷病を明示する事項が付加された傷病名が
存在しなかったレセプトは，2,996件（38.3
％）と全体の３分の１を超えていた。当該レセ
プトに記載された傷病名が１つのみの場合には
主傷病は自明である。今回は，主傷病を明示す
る事項が付加された傷病名の現状について検討
しており，すべての傷病名を検討していないた
め，調査対象としたレセプトにおいて記載され
た傷病数が１つのみのものの占める割合は算出
不可能である。そのため，複数の傷病名が記載
されたレセプトにおいて，主傷病が明示されて
いないものの割合については検証不可能である。
平成16年国民健康保険医療給付実態調査による
と，入院外レセプトにおいて傷病数が１のもの
は全体の18.1％であった14)。また，国民健康保
険（以下，国保）加入者の老人医療受給対象者
の医科入院外レセプトでは，傷病数は１つのみ
のものは全体の15.8％であった3)。本研究は被
用者保険本人のレセプトを対象としており，一
般医療，退職者医療，老人保健医療のすべてを
含む国民健康保険医療給付実態調査14)および国
保加入者の老人保健医療対象者3)よりも，複数
の慢性疾患による受診の割合は少ない。よって，
傷病数が１つのみのレセプトが占める割合は高
くなると考えられ，主傷病を明示する事項が付
加された傷病名が存在しなかったレセプトにお
ける主傷病の選択に関する問題は，国民健康保
険医療給付実態調査14)や国保加入者の老人医療
受給対象者3)よりも小さいと判断できる。
主傷病を明示する事項が付加された傷病名が
複数認められたレセプトには，１行に複数の傷
病名が記載されている場合と，傷病名記載欄お
よび摘要欄の複数行に主傷病を明示する事項が
付加されている場合が混在していた。現行の紙
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媒体によるレセプトでは診療開始日が同一の複
数の傷病名を１行に記載することで，レセプト
電算処理マスターコードのように各傷病ごとに
診療開始日ないしは当該傷病が主傷病であるこ
とを示す事項を付加するよりも，限られた面積
の傷病名記載欄により多くの情報を記載するこ
とが可能になる。主傷病の明示に関して区切り
線を用いた場合には，診療開始日が同一の複数
の傷病名のすべてが主傷病と判定される。ごく
一部のレセプトではあるが，１行に４～６の傷
病名が記載されていた。主傷病の判定において，
複数の傷病名が同一行に記載されている場合の
妥当性について検証を行う必要が存在する。
診療報酬請求書等の記載要領等では，主傷病

については原則として１つ記載することとされ
ているが複数記載することも認められてい
る4)5)。慢性疾患生活指導料算定の留意事項に
おける「主病」については，「全身的な医学管
理の中心となっている特定疾患をいう」との定
義が存在し，別に厚生労働大臣が定める疾患を
主病とする者に対して実際に主病を中心とした
療養上必要な指導が行われている場合に算定が
可能となる。診断群分類別包括評価（以下，

）方式におけるレセプトについては，主
傷病は「医療資源の投入量の多寡にかかわらず，
医師が医学的判断に基づき決定」と明記されて
おり，診断群分類区分を決定する根拠となった
「医療資源を最も投入した傷病名（医療資源を
投入した傷病名が確定していない場合には入院
の契機となった傷病名）」とは別に定めること
となっている15)。わが国の保険医療制度では各
医療機関ごとに個人の１カ月分の診療行為を一
括して支払基金または国民健康保険団体連合会
に請求する都合上，入院外診療において月初と
月末で完全に独立した傷病で受診した場合など，
単一の主傷病を選択することが困難な場合が存
在する。複数の傷病名が記載されているレセプ
トについて主傷病を判定する場合，判定者に
よって結果が異なることが指摘されている2)。

方式におけるレセプトでは，医療資源を
２番目に投入した傷病名並びに入院時に併存し
ている傷病名（重要なものから最大４つまで）

を記載することとなっている15)。国民医療費1)，
国民健康保険医療給付実態調査報告14)，社会医
療診療行為別調査16)，などのわが国におけるレ
セプトを用いた主要な統計調査が今後も主傷病
に基づいた集計解析を実施するとすれば，入院
外レセプトにおける傷病名の記載についても，
現行の記載要領より明確な定義および基準を定
めることが望ましい。
今回は主傷病の記載状況に関する問題点を検
討し，単独の主傷病を選択することが困難なレ
セプトが全体の約16％存在することを示した。
主傷病のみによって傷病分類別医療費を求める
場合に，主傷病として選択されなかった傷病に
対して用いられた費用まで，主傷病の医療費と
して計上されてしまうという問題は以前より指
摘されている3)17)。国民健康保険において，主
傷病のみを用いた場合とレセプトに記載された
すべての傷病名を用いた場合には傷病別一般医
療費や傷病数の頻度について乖離が存在するこ
とも報告されている3)18)。今回明らかになった
主傷病の記載状況など，現行の紙媒体における
レセプト情報の現状と課題を十分把握した上で
レセプトのオンライン化が実施され，レセプト
記載情報の全項目が利用可能となれば，レセプ
トを用いた統計調査がより医療現場の現実を反
映可能になると考えられる。

本研究は厚生労働科学研究費補助金（政策科
学総合研究事業）「医療保険者の保健事業推進
に向けたレセプト分析の方策に関する研究（Ｈ
19-政策-一般-011）」（主任研究者小林廉毅）の
分担研究として行ったものである。本研究の実
施に当たり，多大なご協力をいただいた熊本県
健康保険組合連合会の皆様に深く感謝いたしま
す。
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